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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報を取得する鏡筒部を含む撮像部と、前記撮像部の光軸が可変となるように少な
くとも１自由度以上の回転自由度を持つ支持部と、前記撮像部の光軸を可変させるアクチ
ュエータとを備える鏡筒の旋回機構であって、
　前記アクチュエータは、直線方向の楕円振動を発生する振動子で構成され、
　前記振動子に相対し前記振動子がそれに接触しながら移動する摺動部材と、
　前記鏡筒部の回転軸に対して垂直かつ、前記支持部に対して平行かつ、前記振動子の支
持が可能な幅を有する梁とを有し、
　前記支持部は前記撮像部の正面視でコの字型のジンバルであり、当該ジンバル側に前記
摺動部材が取り付けられ、
　前記梁は、前記回転軸より張り出したトラス型であり、当該梁の前記回転軸と垂直な部
分は前記摺動部材の取り付け面に対して略水平となっており、前記摺動部材と相対する側
に前記振動子が固定されていることを特徴とする鏡筒の旋回機構。
【請求項２】
　画像情報を取得する鏡筒部を含む撮像部と、前記撮像部の光軸が可変となるように少な
くとも１自由度以上の回転自由度を持つ支持部と、前記撮像部の光軸を可変させるアクチ
ュエータとを備える鏡筒の旋回機構であって、
　前記アクチュエータは、直線方向の楕円振動を発生する振動子で構成され、
　前記振動子に相対し前記振動子がそれに接触しながら移動する摺動部材と、
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　前記鏡筒部の回転軸に対して垂直かつ、前記支持部に対して平行かつ、前記振動子の支
持が可能な幅を有する柱状体とを有し、
　前記支持部は前記撮像部の正面視でコの字型のジンバルであり、当該ジンバル側に前記
摺動部材が取り付けられ、
　前記柱状体は、前記鏡筒部の外周面より前記摺動部材の取り付け面側に向かって突設さ
れ、当該柱状体の前記回転軸と垂直な部分は前記摺動部材の取り付け面に対して略水平と
なっており、前記摺動部材と相対する側に前記振動子が固定されていることを特徴とする
鏡筒の旋回機構。
【請求項３】
　前記梁と前記鏡筒部とが一体で形成されていることを特徴とする請求項１に記載の鏡筒
の旋回機構。
【請求項４】
　前記梁が前記鏡筒部の周上に接触して固定するクランプ部材と一体で形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項５】
　前記振動子が回転軸からみた前記梁の外周部に設置されていることを特徴とする請求項
１に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項６】
　前記振動子が前記梁の、回転軸に対して対称な位置に複数設置されていることを特徴と
する請求項１に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項７】
　前記振動子が前記梁の、回転軸に対して等しい距離で対向する位置に複数組設置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項８】
　前記振動子および角度を検出するセンサが前記梁の、回転軸に対して等しい距離で対向
する位置に複数組設置されていることを特徴とする請求項１に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項９】
　前記支持部が２自由度を有するジンバル機構であり、鏡筒を支える内ジンバルと内ジン
バルを支える外ジンバルの少なくとも一方に前記アクチュエータを用いたことを特徴とす
る請求項１又は２に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項１０】
　前記摺動部材が回転軸を中心としたリング状またはリングの一部である扇型であること
を特徴とする請求項１又は２に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項１１】
　回転角を検出するセンサと、回転軸を中心として前記摺動部材と等しい円弧角を持った
リング状またはリングの一部である扇型のインデックススケールとを設置したことを特徴
とする請求項１又は２に記載の鏡筒の旋回機構。
【請求項１２】
　前記振動子は、矩形板状振動子であることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項
に記載の鏡筒の旋回機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置を旋回させて追尾動作等を行ったり、手ぶれ振動等を補正したりす
るための鏡筒の旋回機構に関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　従来の鏡筒の旋回機構として、図１６に示すような機構（特許文献１参照）、図１７に
示すような機構（特許文献２参照）などが知られている。
【０００３】
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　図１６では、レンズ鏡筒１０１及び撮像素子１０２を直交２自由度の２軸ジンバル１１
１で支持し、その回転軸１０３ａ、１０３ｂ及び１１０にウオームホイール１０６、１０
９を設置している。さらに、ウオームギア１０５、１０８つきの回転モータ１０４、１０
７を直交方向に接続してギアを介して駆動している。
【０００４】
　また図１７では、鏡筒１５５を直交２自由度の２軸ジンバル１５１で支え、偏平ブラシ
レスモータ１５０、１５２、１５８に設置した回転シャフト１５４、１５７が各軸とも直
接ジンバル１５１あるいは鏡筒１５５にネジ１５３、１５６でネジ止めされている。この
機構においては、モータと回転軸が直結しているためダイレクトに駆動することができる
。なお垂直回動は重力によりモーメントが生じるので軸の両側に１５０、１５８という二
つのモータをつけてより大きなトルクを稼いでいる。
【０００５】
　これらの機構により特許文献１では手ブレなどにより像がぶれることを防ぎ、特許文献
２では光線の光軸の追尾が可能となる。
【０００６】
【特許文献１】特開昭６１－２４８６８１号公報
【特許文献２】特開平０１－１９２２３３号公報
【特許文献３】特開平０６－３１１７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　追尾やロボットの目として撮像素子の旋回機構を用いる場合、頻繁に小さい角度を瞬時
に位置決めする必要がある。また頻繁に正転反転を繰り返すようなシーンが予測される。
【０００８】
　このような用途に対して例えば特許文献１に開示される構成では、トルクの小さい回転
モータ１０４、１０７に対してウオームギア１０５、１０８で大きな減速を行い加速トル
クを稼いでいる。しかしながら、通常ウオームギアの遊びが大きいため、短距離の位置決
めを行おうとすると、ギアがかみ合っている状態と遊んでいる状態の負荷変動が大きく、
所望の位置に高速に制御することは困難である。
【０００９】
　また反転時にはかみ合い側も反転しその間トルクが伝達できない時間が生じる。さらに
はモータの角度が同じでも遊びの分だけ、鏡筒の位置が不確定になってしまう。
【００１０】
　一定方向の巡視など回転方向があらかじめ定まっているか、反転時にインターバルを取
れ、かつ次の回転方向が確実に予測できる場合、ばねなどの付勢部材またはモータ自身に
より片寄せすることによって、見かけ上遊びを無くすことはできる。しかしながら、いず
れも片寄せのため、または定常負荷が大幅に増加するため高速性は大きく損なわれ、さら
に付勢機構を付けた場合は機構が複雑化大型化する。
【００１１】
　また、特許文献２に開示された旋回機構では、偏平ブラシレスモータ１５０、１５２、
１５８とジンバル１５１あるいは鏡筒１５５が直結されている。したがって特許文献１に
示された機構に見られるような伝達機構の遊びに由来する問題はない。
【００１２】
　しかしながら、偏平ブラシレスモータ１５０、１５２、１５８などの電磁モータは体積
－トルク比が小さいため、低速時のトルクが小さく、ダイレクト駆動でトルクを出そうと
するとモータの形状が大きくなってしまう。特に偏平モータの場合には軸方向の制約があ
るため径方向でトルクを稼ぐため、径が大型化し、慣性モーメントが増え、速い応答には
向かなくなってしまう。
【００１３】
　また電磁モータは逆起電力の作用により高速回転での効率が良いのであるが、小さい角
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度の駆動の場合効率が良い速度に達しないので非常に非効率である。さらには減速無しで
低速領域の駆動はコイルと磁石の配置によるコギングの影響を直に受けて、角度によりト
ルクが不安定である。
【００１４】
　もう一つの問題は図１８に示すようにモータ２０１と鏡筒２０３という二つの大きな慣
性体の間をねじり剛性２０２の小さい細いシャフトでつなぐような２慣性系となっている
ため、低い帯域で捩れ共振を起こしやすい。この場合、制御性悪化または定常的な振動の
発生の原因となる。
【００１５】
　さらにはギア等による適度な摩擦がないために停止保持を行うためには、常時サーボを
行っていなければならず、電力や制御システムの演算負荷の面で負担が大きい。したがっ
て一般には電磁モータは減速器を付けて用いられる。
【００１６】
　本発明は係る実情に鑑みてなされたものであり、小型な構成で高加速度、高精度な制御
が可能な鏡筒の旋回機構を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の鏡筒の旋回機構は、画像情報を取得する鏡筒部を含む撮像部と、前記撮像部の
光軸が可変となるように少なくとも１自由度以上の回転自由度を持つ支持部と、前記撮像
部の光軸を可変させるアクチュエータとを備える鏡筒の旋回機構であって、前記アクチュ
エータは、直線方向の楕円振動を発生する振動子で構成され、前記振動子に相対し前記振
動子がそれに接触しながら移動する摺動部材と、前記鏡筒部の回転軸に対して垂直かつ、
前記支持部に対して平行かつ、前記振動子の支持が可能な幅を有する梁とを有し、前記支
持部は前記撮像部の正面視でコの字型のジンバルであり、当該ジンバル側に前記摺動部材
が取り付けられ、前記梁は、前記回転軸より張り出したトラス型であり、当該梁の前記回
転軸と垂直な部分は前記摺動部材の取り付け面に対して略水平となっており、前記摺動部
材と相対する側に前記振動子が固定されていることを特徴とする。
　また、本発明の鏡筒の旋回機構は、画像情報を取得する鏡筒部を含む撮像部と、前記撮
像部の光軸が可変となるように少なくとも１自由度以上の回転自由度を持つ支持部と、前
記撮像部の光軸を可変させるアクチュエータとを備える鏡筒の旋回機構であって、前記ア
クチュエータは、直線方向の楕円振動を発生する振動子で構成され、前記振動子に相対し
前記振動子がそれに接触しながら移動する摺動部材と、前記鏡筒部の回転軸に対して垂直
かつ、前記支持部に対して平行かつ、前記振動子の支持が可能な幅を有する柱状体とを有
し、前記支持部は前記撮像部の正面視でコの字型のジンバルであり、当該ジンバル側に前
記摺動部材が取り付けられ、前記柱状体は、前記鏡筒部の外周面より前記摺動部材の取り
付け面側に向かって突設され、当該柱状体の前記回転軸と垂直な部分は前記摺動部材の取
り付け面に対して略水平となっており、前記摺動部材と相対する側に前記振動子が固定さ
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、小型な構成で高加速度、高精度な制御が可能となる。また小型である
が剛性が高いのでねじりなどによる振動の発生が少なく、確実な制御が可能となる。この
結果例えばロボットの目などに用いて追尾制御などを行う場合、小型で凹凸が少ないので
組み込みが容易であると共に瞬時の位置決めが可能なので、より早く対象を捉えることが
できる。また防振装置などに用いた場合では高速かつ広いダイナミックレンジという効果
がある。さらには無通電時の保持トルクにより省電力を図ることもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（第１の実施の形態）
　図１に本発明の第１の実施の形態に係る旋回機構の斜視図を示す。また図２に本発明の
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第１の実施の形態に係る旋回機構の正面図を示す。
【００２０】
　ここで１、１３は以下に動作を説明する直線方向の楕円振動を発生する矩形板状振動子
（以下、単に振動子とも称す）である。また２、１２は適度な摩擦係数を持った材質でド
ーナッツ型（或いはリング状）に形成され、正面視でコの字型のジンバル７上に固定され
た摺動部材であり、矩形板状振動子１、１３と相対して設置され振動子と接触することに
よって相対的な駆動力を発生する。なお、本実施の形態においてジンバル７は、２自由度
のジンバル機構で構成されて、内ジンバルと外ジンバルとを含んでなる。また、ジンバル
７は、本発明でいう、１自由度以上の回転自由度を持つ支持部に相当する。
【００２１】
　３、１４はロータリエンコーダなどの角度センサで、対向するジンバル側の相対運動す
るスケールとの組み合わせで角度をセンシングする。
【００２２】
　４、１５は互いに直交する回転軸であり、ジンバル７、または固定部位８に対して回転
自由になっている。回転軸４及び１５により、後述のレンズ６が入射される光軸を可変さ
せることができる。
【００２３】
　５、６、１０は撮像部である撮像センサモジュールに含まれる部材であり、５が鏡筒（
鏡筒部）、６がレンズ、１０がＣＣＤなどの撮像素子が搭載された基板を表している。こ
れら部材を備えた撮像センサモジュールによって画像情報を取得する。
【００２４】
　９は鏡筒の周上に接触して固定するためのクランプ部（クランプ部材）であり、シャフ
トに対して固定または一体形成されている。
【００２５】
　また１１はクランプ部９及び回転軸４より張り出したトラス型の梁であり、クランプ部
９及び回転軸４に対して固定または一体で形成されている。また梁１１の回転軸（旋回軸
）と垂直な部分はジンバル７の摺動部材取り付け面に対して、略水平になるようになって
いて、梁１１のジンバル側に振動子１が取り付けられている。
【００２６】
　以上のような機構は最小限の構造部材で構成され、振動子と摺動部材間の摩擦力を使う
ことによって以下に示すような、各種の効果を得ることができる。
【００２７】
　まずここで振動子と摺動部材による運動の原理を説明する。図３は薄板状の振動子の一
例の模式図である。ここで１６は曲げ振動が可能な薄板、１７は薄板の曲げ中心に対して
オフセットを持った位置に一体化された、たて振動子であり、薄板１６と直角方向に伸縮
する。１８はたて振動子１７の先端の質点を模式的に表したものである。
【００２８】
　灰色の点（図中、ハッチングされた円をいう）及び矢印は過去の質点の軌跡を示す。ま
た図３（ａ）～（ｅ）は駆動の手順を表したものである。
【００２９】
　図３（ａ）では、たて振動子１７は最小に縮んでおり、薄板曲げ振動子は真っ直ぐな状
態になっている。
【００３０】
　図３（ｂ）では、薄板１６が上に凸に曲がり、たて振動子１７の長さは中立の長さとな
る。この結果質点１８は左上方に移動する。
【００３１】
　次に図３（ｃ）では、薄板１６が真っ直ぐになり、たて振動子１７の長さは最大となる
。この結果質点１８は右上方に移動する。
【００３２】
　次に図３（ｄ）では、薄板１６が下に凸に曲がり、たて振動子１７の長さは中立の長さ



(6) JP 4976885 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

となる。この結果質点１８は右下方に移動する。
【００３３】
　最後に図３（ｅ）では、薄板１６が真っ直ぐになり、たて振動子１７の長さは最小とな
り、図３（ａ）と同じ状態に戻る。図３（ａ）～（ｅ）で示した運動がステップ状に行わ
れるように見えるが、実際にはサイン振動を使って調和振動的に駆動される。
【００３４】
　このように図３（ａ）～（ｅ）で示した手順を滑らかに繰り返すことによって質点１８
は紙面上で楕円の軌跡を動くことになる。
【００３５】
　このような振動子を用いて図３（ｂ）～（ｄ）で示した手順の間、質点１８に接触する
ように振動子を適当な加圧で押し当てる事によって推力を取り出すことができる。
【００３６】
　また振動の周期を超音波領域の高周波とすることによって滑らかな駆動が可能となる。
なお薄板振動子で楕円振動を得る方法は上記例に限定するものではない。例えば特許文献
３において開示された技術を、本実施の形態において使用してもよい。
【００３７】
　このような振動子１９を図４のように回転軸２０と一体の板材２１の適当な位置に固定
する。また振動子１９と対向する側に適当な摩擦係数を持った摺動部材２２を固定し配す
る。振動子１９、摺動部材２２は適当な加圧力で押し付けられる。
【００３８】
　振動子１９は直線方向の推力Ｆを発生するが、回転軸２０によって並進方向が拘束され
ているため推力が接線力となって回転運動を生じる。
【００３９】
　例えば図４の破線で示された位置に振動子と板材が移動したときの力Ｆ'も回転の接線
力となっている。なお図で、摺動部材２２は紙面の都合上、円弧状となっているが、これ
に限定されるものではない。
【００４０】
　回転範囲に応じて摺動部材の大きさを変えることができる。例えば円形の摺動部材を用
いれば一回転以上の運動をすることができる。また摺動部材が円形でない時、例えば扇型
等の場合には駆動範囲に応じて適当なストッパを設けてオーバーランによる破損を防ぐこ
ともできる。
【００４１】
　円環型のモータと比較して、このようなユニットの特徴として構成部材を必要最低限と
することができるので軽量化や慣性の低下が図れること、また板材に取り付ける位置によ
り、ある程度、トルク－速度の比を選ぶことが可能である。
【００４２】
　特に回転軸から最も離れた位置、換言すれば最外周部に振動子を設置することによって
トルクを最も大きくすることができる。また振動子を複数設置することによって、トルク
を倍増させることも可能である。
【００４３】
　さらには電磁モータと比較して、コイルが不要なので薄型化が容易である。軸と接触部
の２箇所で慣性体を受けるため、ねじり剛性が大きく、回転軸が仮に細くても、ねじり振
動が発生しにくく高加速化が可能である。
【００４４】
　以上のような特徴を生かすことにより、軽量で薄いユニットにより高加速度な駆動が可
能である。
【００４５】
　図４のようなユニットを用いて撮像モジュールの２軸駆動を行うのが図１及び図２に示
した機構である。小型軽量で高加速度の特徴を生かして眼球運動による対象物の追従動作
やロボットの目などの用途に最適である。
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【００４６】
　なお図１及び図２ではクランプ部、鏡筒、回転軸が別体で構成されているが、樹脂成型
などにより一体で作ることも可能である。この場合部品点数の削減や組立工数の削減、剛
性のアップ等の効果を有する。
【００４７】
　また図１及び図２では、チルト軸のみ図４の機構を用いた例を示している。すなわちパ
ン軸は固定側に振動子、回転側に摺動部材となっている。しかしこれに限定するものでは
なく、ジンバル７の剛性や強度が許せばパン軸もジンバル側に振動子を付けて、ジンバル
７の下部を振動子が取り付け可能な細い梁状の板とすることも可能である。即ち、ジンバ
ル７の内ジンバル及び外ジンバルの少なくとも一方に振動子を設けるようにすればよい。
【００４８】
　以上の２回転軸にはロータリエンコーダなど角度センサ３、１４が付けられているため
フィードバック制御技術などを用いて正確な位置決めができるようになる。なお角度セン
サは鏡筒に対してアクチュエータと反対側に設置しても良い。全体の大きさは少し大きく
なるが、スケール径に余裕ができるので分解能を上げることができる。
【００４９】
　このような構成は例えばロボットの目に用いて追尾動作を行う場合、小型かつ凹凸が少
ないので組み込みが容易である。また高トルクの特性を生かして早い加速で文字通り瞬時
の位置決めが可能となるため、より早い追従対象に用いることができる。
【００５０】
　また防振装置に用いた場合は、高速性の他に従来のピエゾ式や液体プリズム方式と比較
してダイナミックレンジが大きいという特徴がある。また、従来の先行技術の問題点であ
った、伝達機構の遊びによる諸問題がなく、低速で大きなトルクを発生するため大径化の
必要がなく、また高速－低速で効率はほとんど変わらず、また位置によるトルクむらも小
さい。
【００５１】
　さらにはねじり剛性も高く振動を起こしにくく、電源を切ると摩擦力による大きな保持
トルクがあるため常時サーボのような電力の無駄もない。以上のように、本発明でよれば
、従来技術の問題点をほぼ解決できる。
【００５２】
（第２の実施の形態）
　図５は本発明の第２の実施の形態に係る旋回機構の斜視図、図６は正面図である。ここ
で２３はクランプ２４と一体に固定された柱状体である。
【００５３】
　柱状体２３の先端には、第１の実施の形態と同様の矩形薄板状の振動子２５が取り付け
られていて、ジンバル側に設置された摺動部材２６と対向しており、互いに適当な加圧力
で加圧され接触している。これにより、第１の実施の形態と同様に、振動子に楕円振動を
起こしてやることにより鏡筒を回転することができる。
【００５４】
　本実施の形態では、基板２７の横幅が狭くなっていて鏡筒からジンバルまでの距離が小
さく、柱状体でも剛性が確保できるためこのような構成が可能となる。
【００５５】
　図６では、柱状体２３が回転軸に接触しているが、必ずしもこの構成は必要ない。振動
子２５（もしくはそれに足して角度センサ）を搭載できる幅があればよい。
【００５６】
　また図６中においてＸで示された長さは０またはマイナスであっても良い、基板２７の
出っ張りがない時には、図７のようにすることも可能であるし、図８のように鏡筒２８の
光軸方向の長さと柱状体２３の幅を略一致させても良い。
【００５７】
　なお図８は、同一の構成を右前と左前から見た斜視図である。この図に示されるように
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、鏡筒と柱状体を一体で成型することも可能である。
【００５８】
　また振動子２５、２６と反対の側の形状は任意であるので鏡筒全体を直方体の形状で覆
うことも可能である。さらには鏡筒の長さがあらかじめ分かっている場合、図１５のよう
に鏡筒６１の光軸と平行に柱状体６４を設けて，その上面に回転軸６５、アクチュエータ
６２、６３（振動子）を配する構成も可能である。
【００５９】
　このような構成によれば出っ張りをより少なくすることが可能である。なおこの場合柱
状体６３は鏡筒６１と一体で形成されていることが望ましい。
【００６０】
（第３の実施の形態）
　図９は第３の実施の形態に係る旋回機構の構成を示す図である。ここで２９は回転軸３
７と垂直でジンバルの軸受け部３６と平行な梁部である。
【００６１】
　梁２９はトラス型を上下に２つ繋げたような構造となっていて、ジンバルと対向する側
に図３に一例が示されるような矩形薄板状振動子３０、３１が搭載されていてジンバル側
の摺動部材３２に加圧接触している。
【００６２】
　ここで振動子３０、３１は、図１０のように回転軸に対してほぼ対称になるように設置
されていて、回転中心と接触位置の距離はほぼ等しい。このような構成により第１及び第
２の実施の形態と比較してトルクを倍増させることが可能となる。
【００６３】
　また３点で慣性を支えるため、軸受け部３６の負荷が軽くなり、剛性も高くなるので、
ねじり振動も起こしにくくなる。さらに停止時の保持力も倍となるメリットがある。
【００６４】
　なお３８は、角度センサの検出ヘッド、３９はインデックススケールを示していて、角
度を検出してフィードバック制御を行うことによって高精度の位置決めが可能である。
【００６５】
　また図１５のように鏡筒６１の長さが固定の場合は光軸と平行に柱状体６４または梁を
渡して、２つのアクチュエータ６２、６３を配置することも可能である。この場合は柱状
体６４または梁は鏡筒６１と一体で形成されていることが望ましい。図１１、１２はこの
構成のバリエーションで図１１では振動子４０～４３が４つ、回転軸に対して対称で対の
組が対向する位置に複数組設置されている。
【００６６】
　このような構成により一つの振動子を用いた時と比較してトルクをおよそ４倍とするこ
とができる。
【００６７】
　また各組は対称な位置に配置されているため、バランスが取れていてねじれなどが生じ
にくい。４４、４５は角度センサであり、その検出ヘッドが示されている。梁の対称性を
利用して互いに回転軸に対して対称な位置に設置されている。２つの検出ヘッドで検出さ
れる角度の平均を取ることによってスケールの偏心等非対称性に起因する角度誤差を取り
除くことが出来、フィードバック制御を行うと非常に高精度な制御が可能となる。
【００６８】
　なお梁部４６は十字形状になっているがこれに限定されない。例えば図１２の梁部９９
ように８角形形状にしたり、円形としたりすることもできる。
【００６９】
　また、第２の実施の形態と同様に基板等が小さく干渉がなくて鏡筒とジンバル部が近い
場合は、梁のない単なる柱状体を対称位置に複数設置して駆動することも可能である。
【００７０】
　図１３は、振動子４７～４９の３つの振動子を回転軸に対して点対象に配置したもので
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ある。すなわち回転軸に対してそれぞれが１２０°の角度をなし、回転中心から接触点ま
での各距離が等しい。この場合も振動子が２つや４つの場合と同様にして剛性や停止時の
保持力が上がり、トルクも３倍となる。
【００７１】
　なお各梁の回転中心から等距離の位置に角度センサ５０～５２を設け、それらの検出角
度の平均を取ることにより図１１の場合と同様にしてインデックススケールの偏心の影響
を取り除くことができる。
【００７２】
（第４の実施の形態）
　図１４は第４の実施の形態に係る鏡筒の旋回機構を示す模式図である。ここで５３は光
学素子が内蔵されたレンズ鏡筒であり、５４はレンズ鏡筒に固定された梁であり、ジンバ
ル５８に平行に対向している。
【００７３】
　５５は受光素子などが実装されている回路基板である。５６は鏡筒５３に固定された回
転軸でジンバル５８に対して回転自由となっている。５７は楕円振動を発生する薄板状の
振動子で梁５４上のジンバルと対向する側に固定されている。５９は円弧状の摺動部材で
あり、振動子５７の楕円振動子の楕円運動部と適当な加圧力で接触している。
【００７４】
　また、６０は水平方向の回転ユニットである。このユニットでは鏡筒５３と水平軸６０
の干渉のため、回転軸５６回りの回転角度はおよそ１２０°に制限されている。したがっ
てアクチュエータの駆動角度もおよそ１２０°あればよい。
【００７５】
　この場合、摺動部材５９は、第１～３の実施の形態のように円環状とするのではなく、
円弧状、即ち円弧角をもったリング状又はリングの一部となっている。このため摺動部材
５９を支えるジンバル５８の投影面積及び積を大幅に小さくすることができる。この結果
小型軽量化が可能となり、高速化も図ることができる。
【００７６】
　なお第２の実施の形態のように梁に代えて柱状体上に振動子を設ける構成としても良い
。また図１４では角度センサが不図示であるが、この構成でも回転軸５６回りの回転角を
検出してフィードバック制御を行うことが可能である。その場合、角度センサのインデッ
クススケールは、アクチュエータの摺動部材５９と最低限、同じ角度あればよい。
【００７７】
　またスケールとヘッドの取り付け位置はアクチュエータと同じ側でも良いし、鏡筒を挟
んで軸の反対側でも良い。また角度が制限されているのでオーバーランを防ぐために摺動
部材５９の両端に振動子５７の移動を制限するストッパを設けても良い。この場合一旦振
動子５７をストッパに押し当てて、回転の基準点を求めるような動作も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る旋回機構の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る旋回機構の正面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る薄板振動子の楕円振動を説明する概念図である。
【図４】アクチュエータを回転駆動に用いるための説明図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る旋回機構の斜視図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る旋回機構の正面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る旋回機構の変形例を説明する図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る旋回機構の変形例を説明する図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る旋回機構の正面図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る旋回機構におけるアクチュエータとセンサの
配置を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る旋回機構の変形例を説明する図である。
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【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る旋回機構の変形例を説明する図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係る旋回機構の変形例を説明する図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に係る旋回機構の構成図である。
【図１５】本発明の第２および第３の実施の形態に係る旋回機構の変形例を示す図である
。
【図１６】従来の旋回機構を示す図である。
【図１７】従来の旋回機構を示す図である。
【図１８】従来の旋回機構における２慣性系の構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７９】
１、１３、１９、２５、３０、３１、３３、３４、４０、４１、４２、４３、４７、４８
、４９、５７、６２、６３　矩形板状振動子（振動子）
２、１２、２２、２６、３２、３５、５９　摺動部材
３、１４、３８、４４、４５、５０、５１、５２　角度センサ
４、１５、２０、３７、５６、６５　回転軸
５、２８、５３、６１　鏡筒
６　レンズ
７、３６、５８　ジンバル
８　固定部位
９、２４クランプ
１０、２７、５５　基板
１１、２１、４６、５４、６４　梁
１６　薄板
１７　たて振動子
１８　質点
２３　柱状体
２９　梁部
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